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１．独立行政法人国際協力機構（JICA）とは

 JICA（Japan International Cooperation Agency)は、我
が国の優れた人材・技術、資金を活用し、開発途上国の発
展を支援する政府開発援助(ODA: Official Development 
Assistance）の実施機関。

 技術協力、有償資金協力（円借款）、無償資金協力業務と
ともに、海外協力隊、国際緊急援助隊の派遣も担う。

 ODAによるインフラ整備や人材
育成、政策制度整備を通じて、
開発途上国の産業育成や貿易投
資環境の改善にも貢献。
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2. JICAの民間連携事業の背景（ODAと民間資金）
開発途上国へ流入する資金は、民間資金（Non-ODA）が大きく上昇し、
援助（ODA）をはるかに上回る割合を占める。
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2. JICAの民間連携事業の背景（日本政府の施策）
文書名

日本再興戦略
-JAPAN is BACK-
（2013年6月14日閣議決定）
（2016年6月2日改訂）

▪ 今後5年間で新たに1万社の海外展開を実現する
▪ 新たに ODA を活用し、新興国等途上国政府の事業を対象に、我が
国中小企業等の優れた製品を使った技術協力を本格始動する

▪ 地域経済を牽引する中核企業や中小企業の世界市場への挑戦を徹
底的に支援する

インフラシステム
輸出戦略
(2013年5月17日閣議決定）

▪ 我が国中小企業の製品・技術のODA事業による活用に向けた調査
やその現地適合性を高め普及を図ることを目的とした実証事業の推進
(2013年5月17日閣議決定）

関連する記載・目標

開発協力大綱
（2015年2月10日閣議決定）

▪ 我が国中小企業を含む企業との連携を強化し、開発途上国の経済
発展を効果的に推進し、日本経済の成長にもつながるよう官民連携
による開発協力を推進

未来投資戦略2018
(2018年6月15日閣議決定）

▪ 開発途上国等の課題解決に向け、技術協力プロジェクトなどのODA
事業、国際協力機構（JICA）の民間連携事業や海外投融資など
の枠組みを通じ、我が国民間企業等が有する革新的な技術の社会
実装を推進する。

▪ 関係省庁、JICA、JETRO等が連携し、我が国中小企業等が有する
製品・技術等のODA等を活用した海外展開を図り、ビジネス機会の
形成を支援する。 4



3. フードバリューチェーン開発支援事業
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過去行ってきたProduct Out（生産したものを売る）から
Market in（市場が求めるものを生産し付加価値を高

め流通させる）に転換し、市場志向型農業を実現する
ための支援を進めている。

農業投入財、生産、加工、流通及び消費・マーケティン
グを繋ぐプロジェクトを現在開発途上国において50件
以上実施。（うち、東南アジアだけで40件程度）。国内
でも10件以上の研修コースを実施し、日本国内の経
験・取り組みを紹介。

安心安全な農産物によるバリューチェーン強化、AIや
ICT技術を活用したスマートフードチェーン構築支援な
ども進めている。



案件地図（東南アジアで実施しているFVC案件）
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案件地図（本邦研修）
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水産資源の持続的利用とバリューチェーン開発（北海
道センター（札幌））

「グローバル・フードバリューチェーン戦略」を担う人材育成プログラム
（九州センター）※宮崎大学との連携事業

バリューチェーンの整備を通じた農村振興（農畜産物の付
加価値向上）（北海道センター（帯広））

アジア地域バリューチェーン構築による地域アグリビジネス

振興～高付加価値な地場食品供給のための政策・組織作り
からブランド化・流通まで～（北海道センター（帯広））

農産物の安全管理体制強化（筑波センター）

アフリカ地域 小規模農家のためのアグリビジネス振興（筑波センター、
北海道センター（札幌） ）

CIS諸国、モンゴル向けアグリビジネス経営管理（北海道センター（帯広））

地域資源を活用した商品ブランディン
グ・マーケティング（中部センター、沖縄
センター）

農産物を輸出するための実践的植物検疫技術 （ミバエ類殺虫技術）
（沖縄センター）

地域アグリビジネス振興のためのフードバリュー
チェーン構築（四国センター）※2020年度開始

産官学連携によるFVCリーダー育成コース（九州セン
ター）※九州大学との連携事業、2020年度開始



本邦先端技術活用型技術協力
～JICA連携×アサヒHD連携～
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４．中小企業・SDGsビジネス支援事業

開発途上国の開発ニーズと民間企業の製品・技術のマッチングを支援

途上国の開発上の課
題解決に向け、WIN 
-WINの事業を展開

支援

JICA

日本企業 途上国

海外展開したい 自国が抱える
開発課題を解決したい

日本企業の海外事業展開の促進
地域経済の活性化の促進
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概要

基礎調査 案件化調査 普及・実証・
ビジネス化事業

中小企業・SDGsビジネス支援事業

中小企業
支援型

SDGsビジネス
支援型

基礎情報の収集・分
析（数か月～1年程
度）

技術・製品・ビジネス等の
活用可能性を検討し、ビジ
ネスモデルの素案を策定
（数か月～1年程度）

技術・製品やビジネスモデルの
検証。普及活動を通じ、事業
計画案を策定
（1～3年程度）

原則
大企業

原則
中小・中堅
企業

なし

中小企業支援型
（1、1.5億円）

中小企業支援型
（3、5千万円）

中小企業支援型
（850、980万円）

SDGsビジネス支援型
（5千万円）

SDGsビジネス支援型
（850万円）

ビジネス活動計画を
実証・策定したい

ビジネスモデルを
策定したい

現地で基礎的な
情報を収集したい

事業の種類と概要

※中堅企業は対象外
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事業の流れ（本事業は「委託事業」です）

開発途上国の
開発に貢献でき
る技術や製品
はないか？

当社の製品は
開発途上国で
活用できるか？

①企画の提案

③契約内容について交渉

⑥成果品への支払

②企画の採択

④業務の委託

日本企業 JICA

⑤事業実施・成果品提出

①企業からJICAへ本事業の企画書を提案。
②企画書の内容を踏まえ、JICAが企業の企画を採択。
③業務委託内容は、契約交渉で決定（内容や見積額が、企画書段階から変更となる場合あり）。
④JICA（発注者）と企業（受注者）間で業務委託契約を締結（補助金事業ではない）。
⑤企業（受注者）が業務結果をまとめた「業務完了報告書」（＝成果品）をJICA（発注者）に
提出し、JICAの検査に合格する必要あり（補助金事業ではない） 。
⑥検査合格後、企業（受注者）からJICA（発注者）に精算報告書を提出。JICAが内容を精査し
たうえで精算確定を行い、同精算確定額を企業（受注者）に支払う（実績に基づく事後払い）。
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基礎調査の事例
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案件化調査の事例
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普及・実証・ビジネス化事業の事例
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５．その他のJICAの民間企業支援メニュー
草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）

地方自治体、地域経済団体、大学及び企業等が有する技術・経験を活用して、途上
国に貢献することを支援すると共に、途上国の様々な需要・ニーズを日本各地のリソース
と積極的に結びつけ、国際化を支援することで、地域の活性化を促進します。

途上国

社会経済上の課題

地方公共団体等

技術力

経験 ＪＩＣＡ
開発途上国での
事業の実施を支援

地方公共団体等が有する技
術・経験を活かして企画し
た国際協力事業を実施

NGO・大学・地方自治体等の経験や技術を生かしたい

対象者 地方自治体（事業実施に際し、地方自治団体の指定する団体が事業実施団体とな
ることも可）

経費 1件あたり6,000万円を上限（2017年2月現在）
期間 3年以内
負担経費 ・人件費 ・海外活動費 ・国内活動費 ・設備、機材費 等
公示 年1～2回 15



JICA海外協力隊（民間連携）

各企業のニーズに合わせ、受入れ国や要請内容、職種、派遣期間等をカスタマイズ可
能です。今後、事業展開を検討している国へ派遣し、活動を通じて、現地語、文化、
商習慣、技術レベル、各種ニーズ等を把握したり、ネットワークを作ることができます。

対象者 株式会社（特例有限会社含）または持分会社（合同会社、合資会社、合名会社）

期間 原則1～2年（3～11カ月の短期派遣については応相談）
（派遣前訓練を実施。訓練期間は派遣期間に応じて異なる。）

負担経費 ・往復の渡航費 ・現地生活、住居費 等
募集 随時募集

途上国

企業 人材の派遣

ＪＩＣＡ
企
業
の
メ
リ
ッ
ト

1. グローバル人材の育成

2. 現地ネットワークの構築

3. 商習慣・潜在的市場の把
握

○安心なサポート体制
○派遣前訓練（語学240時間）
○海外のJICA事務所による活
動支援
○迅速で確実な安全管理
○最適な医療機関の紹介
企業のグローバル人材育成と海
外展開の足掛かりに活用を！

世界で活躍する社員を育てたい
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PARTNER（国際協力キャリア総合情報サイト）

PARTNERは「開発途上国で事業を実施して人
材を求めている団体」と「国際協力の仕事に
携わりたい個人」を結びつけるサイトです。
海外経験や高い専門性を有したグローバル人
材が登録しており、海外展開に必要な人材の
確保が可能です。

＜PARTNERのしくみ＞

企業等

登録・利
用料無料

登録者へのスカウトメール送信

求める人材情報の閲覧

求人情報・広報情報の掲載

PARTNER
人材情報

●明快な人材検索画面

・求める人材の条
件（例「タイ語」
等）を 入力して
検索。
・PARTNER登録
をしている人材の
プロフィールを閲
覧可能。
・スカウトメール
を通して、登録者
にコンタクトする
こともできる。

。
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世界で活躍できる人材を自社で採用したい



民間連携事業のホームページ

• https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
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ご清聴、ありがとうございました。

ASANTENI SANA
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